
沖縄県ちゅらパーキング利用証制度の導入について

令 和 ４ 年 ７ 月

沖縄県障害福祉課

１ 沖縄県ちゅらパーキング利用証制度について

⑴ 沖縄県ちゅらパーキング利用証制度は、公共施設や商業施設等に設置されている障

害者等用駐車区画（「車いすマーク」のある駐車区画）の利用対象者を障害者、高齢

者、妊産婦などのうち、歩行が困難な者や移動の際に配慮が必要な者に限定し、対象

者には共通の「利用証」を交付することで、同駐車区画の適正利用を図る制度です。

⑵ 本制度は、多くの地方公共団体で導入されており、全国では「パーキング・パー

ミット制度」と呼ばれています。令和４年７月現在で、本県を含め41府県４市が導入

しており、沖縄県内では、那覇市、浦添市が導入しています。

⑶ 沖縄県ちゅらパーキング利用証制度は、障害者等用駐車区画の利用対象者が明確に

なり不適正な利用を抑制できることのほか、外見から障害があることがわかりづらい

内部障害者や妊産婦が区画を利用しやすい環境づくりにも効果があるとされていま

す。
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沖縄県ちゅらパーキング利用証制度概要

利用証

の種類

対象者 車いす使用者 その他の障害者、高齢者、妊産婦など

利用可
プラスワン区画がない駐車場かつ

利用可
区画に余裕がある場合のみ利用可

種類 車いす使用者優先区画 プラスワン区画

区画幅 幅員350cm以上 幅員250cm程度

区画の 既存の障害者等用駐車区画（車いすマークの 施設の出入口に近い位置にある通常の駐車区画

設置方法 ある区画）を協力区画として登録いただくも を、協力区画として登録していただきます。

ので、新たな設置は必要ありません。 区画幅を変える必要はありません。

区画の カラーコーン、看板、路面シート等による表示

表示

車いす使用者優先区画 プラスワン区画

2



3



4


